
非公開理由

当該開催の委員会は、第 2１回江別市都市景観賞に係る賞の選考を主たる議事内容としており、資料に

おいて“個人に関する情報”が多く含まれること、また、審査・選考に係る発言を公開することにより、

委員の社会的地位の保護について支障を及ぼすおそれがあることから、江別市情報公開条例第第７条第

１項第１号及び第３号の規定に基づき非公開としております。

江別市情報公開条例 ～抜粋～

（実施機関の公開義務）

第７条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報（以下

「非公開情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を

公開しなければならない。

(１) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特定の個人を識

別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の

権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている

情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ウ 公務員等（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成 11年法律第 42号）第５条第１号ハ

に規定する公務員等をいう。）の職務の遂行に係る情報（当該情報が当該公務員等の思想信条に係るも

のである場合で、公にすることにより、当該公務員等の個人としての正当な権利を害するおそれがあ

るときは、当該公務員等の職、氏名その他当該公務員等を識別することができることとなる記述等の

部分を除く。）

(２) 法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平

成 13年法律第 140号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）、地方公共団体及

び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号）第２条第１項に規定する地方独

立行政法人をいう。以下同じ。）を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人

の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護

するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件を付す

ることが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(３) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査そ

の他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

（以下、略）


